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大規模災害と法律（土地利用）

•災害対策基本法（1961）←1959伊勢湾台風

•防災集団移転促進特別措置法 ←1972豪雨

•土砂災害防止法 ←1999広島土砂災害

•津波防災地域づくり法 ←2011東日本大震災

• 2021.2流域治水関連法案 ←2015・2018・2019
水害



1945～2014年の死者・不明者数
（e-stat水害統計調査に加筆）
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1947：カスリーン台風
1953：九州・南紀・南山城
1954：洞爺丸台風
1959：伊勢湾台風
1972：天草水害
1982：長崎豪雨
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2011年



災害対策基本法

• 1959年の伊勢湾台風での激甚な災害により、
1961年に制定

•「指定緊急避難所」

•「指定避難所」

•居住地に関する規定はない



建築基準法(1950年)

•「災害危険区域」の指定

•地方公共団体は、津波、高潮、出水等による危
険の著しい区域を災害危険区域として指定し、
住居の用に供する建築の禁止等を定めることが
できる（39条）。



建築基準法による危険区域の指定

•名古屋市臨海部防災区域（1961-）

• 1959年伊勢湾台風で被害（0ｍ地帯）

•第1種～第4種（床の高さ、構造）

•札幌市建築基準法施行条例（1966-）

•札幌市街地の拡大

•第1種・第2種、「出水のおそれのある区域」
（居室の床面の高さ、構造）



名古屋市臨海部防災区域建築条例
の解説（2019）



札幌市の災害危険区域
豊平川右岸（白石区）



防災集団移転促進特別措置法
（1972年）

• 1972年7月豪雨を契機

•地方公共団体による集団移転事業に対し国が財
政上の助成をする

•災害が発生した地域や「災害危険区域」対象

• 1986年の小貝川水害：遊水地造成、地区内の
集落を集団移転

•東日本大震災では戸数10戸以上から5戸以上に
緩和

• 2021年2月「浸水被害防止区域」を追加



土砂災害防止法（2001年）

• 1999年広島土砂災害契機

•都道府県知事が著しい土砂災害が発生するおそ
れがある土地の区域（土砂災害特別警戒区域；
レッドゾーン）において、開発行為の制限や建
築物の構造規制ができる

•土地価格の低下の懸念や建築物への構造規制へ
の不満

国交省資料



津波防災地域づくり法（2011年）

• 2011年東日本大震災後

•都道府県知事は「津波災害特別警戒区域」を指
定することができる

•レッドゾーン（居室等規制）、オレンジゾーン
（病院・要配慮者施設等）

•静岡県伊豆市



国土交通省「水災害対策とまちづくりの連携のあり方検討会」資料 2020.1



課題と対応：

•建築や土地利用規制等は「私権の制限」

•「災害危険区域」の指定などが必要

•ハザードマップ（狭義）での規制対象区域
（レッドゾーン）：土砂災害と津波

•コンパクトシティ（立地適正化計画）における
「居住誘導地域」と「浸水想定区域」

• 2021年2月「流域治水関連法案」：浸水被害防
止区域を創設、防災集団移転促進事業のエリア
要件の拡充（特定都市河川浸水被害対策法等一
部改正）



地理学からの対応：

• 土地の特性と災害可能性の情報共有
• ハザードマップ+地形情報
• 災害履歴
• 土地利用変化

• 防災教育
• 「地理総合」

• SDGsとの関連
• 要配慮者施設等
• 都市計画

「重ねるハザードマップ」
人吉付近


